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◆児童虐待とは
　保護者や養育者が、育てているお子さん（18 歳未満）に対して下記のような危害を加えたり、不適切な育て方
をしたりすることをいいます。

◆虐待や体罰は百害あって一利なし
　虐待や体罰は、子どもの成長・発達に悪影響を与えるということが報告されています。子育てにお悩みの人は、
こども支援課にご相談ください。
◆児童虐待（疑いを含む）を発見したら
　虐待を受けている子どもやその保護者は、SOS やサインを発しています。地域の中で「虐待かも」と感じたら、
迷わず以下の相談先に連絡をしましょう。通告者の名前など、秘密は守られます。

◆相談先
・こども支援課☎(42)8454　
　　平日 午前 8時 30 分～午後 5時 15 分　
・越谷児童相談所☎048(975)4152
　　平日 午前 8時 30 分～午後 6時 15 分

問合せ　介護福祉課☎(42)8438・ (43)5600

1
い い 日

1 月 1
い い 日

1 日は

介
あったか

護の
ありがとう

日

●身体的虐待 ●性的虐待
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さ
ぶる、やけどを負わせる、首を絞める、拘束
する　など

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性
器を触るまたは触らせる、ポルノグラフィの
被写体にする　など

●ネグレクト ●心理的虐待
食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車
の中に放置する、病気になっても病院に連れ
て行かない　など

言葉による暴力、無視する、子どもの面前
で家族に対して暴力（暴言）を振るう（ドメス
ティック・バイオレンス：DV）　など

●子どもからのサイン ●保護者からのサイン
□あざ・きずが絶えない
□極端に痩せていたり、衣服や体がいつも汚
　れている
□繰り返し泣き声が聞こえる　など

□頻繁に怒鳴り声が聞こえる
□いつもイライラした様子で子どもに暴力を
　振るっている
□幼い子どもを家に残したまま外出している
　様子がある　など

市内循環バス「ハピノリクーポン券」の配布
　期間限定で、市内循環バスの 1 日乗車券を購入した人にハピノリ応援ショップで利用できるハピノリクー
ポン券（200 円分の商品券）を車内で配布します。
　クーポン券取扱店舗（ハピノリ応援ショップ）などの詳細は、
市ホームページをご覧ください。
クーポン券配布期間　12 月 28 日（水）まで
※ 1日乗車券購入の都度、1枚配布。
クーポン券利用期限　令和 5年 1月 31 日（火）まで

デマンド交通の回数券の払戻し
　未使用分の回数券をお持ちの人は、早めに市民協働課にて払戻し手続きをお願いします。
　詳細は、市民協働課までお問い合わせください。
払戻し期限　12 月 28 日（水）まで
持ち物　未使用の回数券、印鑑（受領印）
※未使用の回数券が 1枚の場合は払い戻しできません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  問合せ　市民協働課☎(43)1111　内線 173

11 月は児童虐待防止月間です

＜夜間休日の際＞
　児童相談所全国共通ダイヤル
　※ 24 時間 365 日つながります。
 ＜命の危険性があるなど、緊急性が高い場合＞
　幸手警察署☎ (42)0110　

１ ８ ９
いち はや く

　

高
齢
化
に
よ
り
、
介
護
を
必
要

と
す
る
人
が
増
加
す
る
一
方
で
、

介
護
に
関
す
る
課
題
は
多
様
化
し

て
い
ま
す
。
介
護
を
よ
り
身
近
に

考
え
て
も
ら
う
た
め
、
厚
生
労
働

省
が
11
月
11
日
を「
介
護
の
日
」に

定
め
ま
し
た
。

▼「
な
ん
と
か
や
れ
て
い
る
」

　
　
　

そ
ん
な
時
に
こ
そ
相
談
を

　

高
齢
者
の
介
護
と
子
育
て
を
同

時
に
す
る「
ダ
ブ
ル
ケ
ア
」や
、
家
族

の
介
護
や
ケ
ア
、
身
の
回
り
の
世

話
を
す
る
18
歳
未
満
の
子
ど
も「
ヤ

ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
」な
ど
、
家
庭
の
中

に
あ
る
介
護
の
問
題
は
必
ず
し
も

高
齢
者
に
関
す
る
こ
と
だ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、
一
人

の
専
門
職
に
相
談
を
す
れ
ば
全
て

の
問
題
が
解
決
す
る
と
は
か
ぎ
り

ま
せ
ん
。

　

市
で
は
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で

い
つ
ま
で
も
自
分
に
と
っ
て
の
普

通
の
暮
ら
し
を
続
け
て
い
け
る
よ

う
に
、
医
療
や
介
護
、
生
活
支
援

な
ど
の
縦
割
り
を
廃
し
て
、
暮
ら

し
を
支
え
る
た
め
の
仕
組
み「
地
域

包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」の
構
築
を
進

め
て
お
り
ま
す
。
北
葛
北
部
医
師

会
に
よ
る
地
域
ケ
ア
拠
点「
菜
の
は

な
」で
は
、
専
従
の
看
護
師
や
ケ
ア

マ
ネ
ジ
ャ
ー
な
ど
が
親
身
に
な
っ

て
、相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

市
民
や
そ
の
ご
家
族
だ
け
で
問
題

を
抱
え
込
ま
な
い
よ
う
に
、
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
や
医
療
機
関
、

福
祉
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
関

係
機
関
と
連
携
を
取
り
、
協
力
し

て
い
く
体
制
が
で
き
て
い
ま
す
。

菜
の
は
な
や
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
で
は
、
高
齢
者
へ
の
支
援
だ

け
で
は
な
く
、
ど
の
世
代
の
家
族

も「
ま
る
ご
と
」対
象
と
し
、
市
民

に
寄
り
添
い
な
が
ら
一
緒
に
考
え

解
決
へ
と
結
び
つ
け
て
い
く
支
援

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

介
護
の
負
担
が
大
き
い
家
庭
で

は
、
今
直
面
し
て
い
る
問
題
に
対

応
す
る
の
が
精
一
杯
で
、
問
題
を

整
理
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ど
こ

に
相
談
し
て
い
い
の
か
も
わ
か
ら

ず
、「
な
ん
と
か
や
れ
て
い
る
」か

ら
相
談
を
し
な
い
、
と
考
え
て
い

る
人
も
い
ま
す
。

　

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
問
題
も
複

雑
で
す
。
介
護
や
家
事
が
原
因
で
、

自
分
の
生
活
や
時
間
を
費
や
し
て

お
り
、
自
分
が
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー

だ
と
い
う
認
識
す
ら
持
て
ず
に
問

題
が
表
面
化
し
な
い
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

　

今
の
状
況
を
お
話
し
い
た
だ
け

れ
ば
、
必
要
な
情
報
提
供
や
、
適

切
な
機
関
へ
繋
ぐ
こ
と
が
で
き
ま

す
。「
も
う
家
庭
だ
け
で
は
、
ど
う

し
よ
う
も
な
い
」に
な
る
前
に
、
ま

ず
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
介
護
は
い
つ
で
も
人
手
不
足

　
　
　
　

介
護
す
る
人
も
同
じ
人

　

ヘ
ル
パ
ー
や
施
設
職
員
な
ど
、

い
わ
ゆ
る
介
護
職
は
い
つ
で
も
人

手
不
足
で
す
。
介
護
職
は
大
変
そ

う
、
過
酷
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ

り
、
介
護
職
に
な
ろ
う
、
と
い
う

人
が
少
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

一
度
は
介
護
の
現
場
で
働
き
な
が

ら
も
続
け
る
こ
と
が
出
来
ず
辞
め

て
い
く
人
が
多
く
い
る
こ
と
も
人

手
不
足
の
要
因
の
一
つ
で
す
。

　

辞
め
て
し
ま
う
理
由
の
中
に
は
、

利
用
者
ま
た
は
そ
の
家
族
、
あ
る

い
は
同
じ
職
場
の
職
員
同
士
で
の

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
や
暴
言
暴
力
に
悩

ま
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
利
用
者
か
ら
の
要
求
が
過

剰
に
な
り
、
制
度
上
出
来
な
い
こ

と
も
断
り
切
れ
ず
に
対
応
を
し
て

し
ま
い
、
制
度
と
利
用
者
と
の
間

で
悩
み
を
抱
え
て
い
る
人
も
多
く

い
ま
す
。

　

市
で
は
、
こ
の
よ
う
な
介
護
職

の
人
た
ち
が
一
人
で
苦
し
ま
な
い

よ
う
、
介
護
福
祉
課
窓
口
や
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
介
護

職
の
人
た
ち
か
ら
の
相
談
も
受
け

て
い
ま
す
。

　

介
護
を
提
供
す
る
側
だ
か
ら
と

我
慢
し
受
け
入
れ
ず
に
、
一
度
相

談
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

◇
北
葛
北
部
医
師
会　

地
域
ケ
ア
拠
点

　
「
菜
の
は
な
」（
東
埼
玉
総
合
病
院
内
）

　

☎（
40
）１
３
１
１（
代
表
）

　

・

０
８
０（
９
６
８
５
）３
３
７
８

　

 nanohana@jin-ai.or.jp

※
受
付
時
間
は
月
曜
～
金
曜
日
午

　

前
９
時
～
午
後
５
時（
土
曜
、
日

　

曜
、
祝
日
、
年
末
年
始
除
く
）。

◇
幸
手
東
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　

 

（
ウ
ェ
ル
ス
幸
手
内
）

　

☎（
53
）６
１
５
１

　
（
53
）６
１
６
０

対
象
区
域　

幸
手
市
内
東
圏
域（
権

　

現
堂
川
、
吉
田
、
八
代
、
さ
か
え
、

　

さ
く
ら
小
学
校
区
）

業
務
時
間　

午
前
８
時
30
分
～
午

　

後
５
時
15
分（
土
曜
、
日
曜
、
祝

　

日
を
除
く
）

◇
幸
手
西
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　

 

（
旧
香
日
向
小
学
校
内
）

　

☎（
40
）３
４
４
３

　

（
44
）０
８
７
０

対
象
区
域　

幸
手
市
内
西
圏
域（
幸

　

手
、
行
幸
、
長
倉
、
上
高
野
小

　

学
校
区
）

業
務
時
間　

午
前
９
時
～
午
後
５

　

時
45
分（
土
曜
、
日
曜
、
祝
日
を

　

除
く
）

▲詳細はこちら


